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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（田村弘文君） ただいまから令和３年小野町議会定例会６月会議を開きます。 

  ただいま出席している議員は12名で定足数に達しており、会議は成立いたしました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（田村弘文君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（田村弘文君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員に、会議規則第125条の規定により、議長において、 

     ５番 渡 邊 直 忠 議員 

     ６番 会 田 明 生 議員 

  を指名します。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議会運営委員長報告 

○議長（田村弘文君） 日程第２、定例会６月会議の日程等について、議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長。 

  ５番、渡邊直忠議会運営委員長。 

〔議会運営委員会委員長 渡邊直忠君登壇〕 

○議会運営委員会委員長（渡邊直忠君） 去る６月４日に開催した議会運営委員会の結果について報告いたしま

す。 

  令和３年小野町議会定例会６月会議の会議日程については、６月９日から６月14日までの６日間を目途に進

めることといたしました。 

  次に、議案の採決方法について、議案第23号については起立採決とし、議案第24号から議案第30号までにつ

いては簡易採決により行うことといたしました。 

  なお、議案第28号から議案第30号までについて委員会付託を行わず、議案が上程された日に採決を行うこと

といたします。 
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  次に、陳情の取扱いについて、陳情第２号及び陳情第４号については総務文教常任委員会に付託をし、陳情

第３号及び陳情第５号については厚生産業常任委員会に付託をし、審査することと決定いたしました。 

  また、議案に対する討論がある場合には、最終日前日までに議長へ通告をお願いいたします。 

  以上をもって報告といたします。 

○議長（田村弘文君） ただいまの議会運営委員長の報告に、質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（田村弘文君） 質疑なしと認めます。 

  したがって、議会運営委員長報告のとおり、定例会６月会議の日程は本日から６月14日までの６日間を目途

に進めることといたします。 

  次に、議案の採決方法について、議案第23号については起立採決とし、議案第24号から議案第30号について

は簡易採決により行うことといたします。 

  また、議案に対する討論がある場合には、最終日前日までに議長へ通告をお願いします。 

  定例会６月会議の日程については、お手元に配付のとおりであります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎諸般の報告 

○議長（田村弘文君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  最初に、地方自治法第121条第１項の規定に基づき出席を求めましたのは、町長、教育委員会教育長職務代

理者、農業委員会会長及び代表監査委員であり、その委任を受けました者の名簿はお手元に配付のとおりであ

ります。 

  次に、監査委員から例月出納検査報告書が提出されております。お手元に配付のとおりであります。 

  次に、本日までに受理した、請願・陳情は４件であります。 

  これで、諸般の報告を終わります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２３号の上程 

○議長（田村弘文君） 議案の上程を行います。 

  日程第４、議案第23号 令和３年度小野町一般会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

  事務局長に朗読させます。 

  事務局長。 

  石井事務局長。 

〔議会事務局長朗読〕 
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────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２３号の説明 

○議長（田村弘文君） 町長の提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

  村上町長。 

〔町長 村上昭正君登壇〕 

○町長（村上昭正君） 令和３年小野町議会定例会６月会議が開催されるに当たり、議員各位にはご出席を賜り、

衷心より感謝を申し上げます。 

  今定例会におきましては、町政執行上重要な補正予算案件１件、条例の改正案件４件、契約締結案件３件、

報告３件をご提案、ご報告申し上げる次第であります。 

  以下、その概要についてご説明を申し上げますが、提出議案のご説明をいたす前に、今年度の主要な事業等

の状況について申し上げまして、議員各位のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

  初めに、喫緊の課題であります新型コロナウイルス感染症対策についてでありますが、ワクチン接種に関し

ましては、接種計画の優先順位に従いまして先月上旬から医療従事者への接種を開始し、その後、65歳以上の

高齢者施設入所者とその施設従事者、そして、65歳以上の方を対象に接種を進めているところであります。集

団接種は、田村医師会のご協力を得て、６月５日から７月11日までの期間、土曜、日曜日を利用いたしまして

1,620名の接種を行う予定であります。また、個別接種につきましても、町内の医療機関において順次始まっ

ており、７月末日までには接種を希望する高齢者の方々への接種を終えるものと見込んでおります。 

  今般のワクチン接種に際しまして、医療関係者の皆様のご協力に改めて敬意と感謝を申し上げます。 

  今後におきましては、基礎疾患をお持ちの方並びに60歳から64歳までの方を対象に接種を進め、最終的には

60歳未満の接種対象の方にまでワクチンが行き届くよう、引き続き取り組んでまいります。 

  また、全国的に感染力の強い変異株の急増により感染が急速に広まり、それに伴う医療体制の逼迫、経済活

動への深刻な影響など、日常生活に大きな不安が生じております。町では、感染予防対策を最優先課題といた

しまして、感染防止と経済活動の維持に全力を挙げて取り組むため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金などの財源を活用しながら、感染予防対策や町民生活の支援、事業所の経営支援など様々な各種施

策を展開し、町民皆様の安全・安心の確保に努め、一刻も早く平穏な日常を取り戻すことができるよう、力を

注いでまいります。 

  次に、今年度は、新たに制定されました過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく、過疎地

域持続的発展計画を策定いたします。 

  この計画は、昨年度で計画期間が終了となった小野町過疎地域自立促進計画に代わるものであり、過疎地域

の持続的発展に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために、策定するものであります。現在、庁内に、

私を本部長とする計画策定本部を設定し、更に、作業チームとしてワーキンググループを立ち上げ、作業を進

めているところであります。今後、計画の素案が作成できた段階において、議員各位からのご意見等を頂戴し、

また、県との協議を経て、定例会９月会議にご提案することを目標に進めてまいります。 
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  子育て支援対策といたしまして、認定こども園整備事業につきましては、昨年の６月に、本町と小野町公私

連携幼保連携型認定こども園設置及び運営に関する協定を締結し、施設の整備と運営をいたします社会福祉法

人啓誠福祉会において、昨年度から園舎建設工事に着手するなど、令和４年４月の開園に向けて準備を進めて

いるところであります。今後も、当該業者と連携を図りながら、円滑な運営と子育て環境の充実を図ってまい

ります。 

  また、新規事業として、今年度中に満１歳及び満２歳を迎えるお子さんの保護者に対しまして、お子さん一

人当たり２万円の給付金を支給いたしまして、育児に負担のかかる乳幼児期の子育て世帯を支援してまいりま

す。 

  教育環境の整備に関しまして、小・中学校の教育活動やスクールバスの運行に当たっては、アルコール消毒

や換気の徹底など、新型コロナウイルス感染予防対策に努めており、保育園等の幼児施設におきましても、同

様な措置を講じているところであります。また、文部科学省のＧＩＧＡスクール構想に基づき、昨年度に整備

いたしました、児童、生徒一人１台のタブレット端末等については、毎日の授業時に活用しております。今年

度においても、教員に対する日常的なサポートが必要であることから、ＩＣＴ支援員を配置し、指導体制の充

実と教育効果の向上に努めてまいります。 

  安全・安全のまちづくりにつきましては、高齢運転者によるアクセルペダルとブレーキペダルの踏み間違い

による交通事故を防止するために、昨年度に引き続き、高齢運転者自動車急発進防止装置設置支援事業を実施

するほか、防犯対策事業といたしまして、平成29年度より町内の交差点や通学路に防犯カメラを設置しており

ますが、今年度は２か所、２基の設置を計画しており、早期の設置に向けて準備を進めております。 

  農業に関しましては、今年４月27日に霜による農作物への被害が発生いたしました。特に、町の振興作物の

一つ、ピーマンの苗への被害が大きく、町といたしましては、ピーマン苗購入費の一部補助を実施したく、所

要の予算を６月補正予算に計上させていただいておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

  また、基盤整備事業につきましては、担い手農家の農地集積、生産性の向上を図るため、現在２つの地区で

事業を進めております。浮金第二地区では、県において測量設計事業等を実施しているところであり、今年の

秋頃から工事に着手する見込みであります。飯豊上地区では、令和４年度事業採択に向けて、採択要件の一つ

であります農地中間管理権の設定を、地権者の方々と調整しながら進めているところであります。 

  商工業に関しましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者のうち、一定の売上が減少し

ている事業者に対し、事業継続緊急支援給付金を支給し事業継続の支援を図るほか、事業所の従業員等で感染

が確認された際の対応として、その事業者が自発的にＰＣＲ検査を実施する場合、その検査費用の一部を補助

するなど、町内経済活動の継続と感染拡大の防止を図ってまいります。 

  なお、先月の31日までとする福島県全域を対象とした県独自の非常事態宣言の期間中、職員が町内の飲食店

を個別に訪問し、午後８時までの営業時間の短縮のお願いと感染防止策の状況確認を行ったところであります。 

  改めまして、営業時間の短縮にご協力いただきました飲食店の皆様に、心より感謝を申し上げます。 

  以上、今年度の主要な事業等の状況のご報告といたします。 

  なお、繰り返し申し上げますが、新型コロナウイルス感染症対策は町の喫緊の課題であります。町といたし

ましては、感染予防対策と感染症の影響を受けている地域の経済活動を支援し、一日も早く、小野町が元気で
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活気あふれる町に戻りますよう努めてまいりますので、引き続き議員各位のご理解、ご協力を賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

  それでは、提出議案に係る提案理由をご説明申し上げます。 

  議案第23号 令和３年度小野町一般会計補正予算（第２号）について、ご説明申し上げます。 

  本案は、既定の歳入歳出予算の総額に8,698万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を57億4,246万2,000円

とするものであります。 

  補正予算の内容でありますが、歳入の主なものは、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金、イノ

シシ被害防止総合対策実証事業県補助金等を計上し、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、新

型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金、財政調整基金繰入金等を増額補正するものであり

ます。 

  歳出の主なものは、イノシシ被害防止総合対策実証事業業務委託料、成人式用抗原検査キット代、多目的研

修集会施設ほか衛生環境設備改修工事費等を計上し、認可保育所等整備費補助金、新型コロナウイルスワクチ

ン接種業務委託料、公共施設の感染症対策に係る経費等を増額補正するものであります。 

  以上、議案第23号 令和３年度小野町一般会計補正予算（第２号）についてご説明申し上げましたが、細部

につきましては、担当課長等に説明いたさせますので、慎重ご審議の上、ご議決を賜りますようお願い申し上

げまして、提案の説明といたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（田村弘文君） 暫時休議といたします。 

  これより、ただいま町長から報告ありました最近の主な行政諸般の内容を記載した書面を配付いたします。 

 

休憩 午前１０時２０分 

 

再開 午前１０時２１分 

 

○議長（田村弘文君） 配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（田村弘文君） なければ再開いたします。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２３号の質疑 

○議長（田村弘文君） 議案に対する質疑を行います。 

  議案第23号 令和３年度小野町一般会計補正予算（第２号）について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（田村弘文君） 質疑なしと認めます。 
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  したがって、議案第23号について質疑を終わります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２４号～議案第２７号の上程 

○議長（田村弘文君） 日程第５、議案第24号 小野町税条例等の一部を改正する条例についてから日程第８、

議案第27号 小野町健康保険税条例の一部を改正する条例についてまで４議案を一括して議題といたします。 

  事務局長に朗読させます。 

  事務局長。 

  石井事務局長。 

〔議会事務局長朗読〕 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２４号～議案第２７号の説明 

○議長（田村弘文君） 町長の提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

  村上町長。 

〔町長 村上昭正君登壇〕 

○町長（村上昭正君） 次に、議案第24号から議案第27号までの条例の一部改正案件４案件につきましてご説明

申し上げます。 

  初めに、議案第24号 小野町税条例等の一部を改正する条例についてでありますが、本案は、地方税法等の

一部を改正する法律が令和３年３月31日に公布され、段階的に施行されることに伴い、所要の改正を行うもの

であります。 

  主な改正の内容といたしましては、一つ目に、個人町民税均等割及び所得割、非課税限度額の算定の基礎と

なる扶養親族から、国外に住む親族のうち年齢30歳以上70歳未満の留学している者、または障害者等以外の者

は除外する改正。二つ目は、個人町民税の寄附控除対象から、学校法人や社会福祉法人等の特定公益増進法人

に対する寄附金のうち出資目的の寄附金は除外すると改正。三つ目は、特定一般用医薬品等購入費を支払った

場合の医療費控除の特例について、対象品目を見直した上で適用期限を令和９年度分の個人町民税まで延長す

る改正。そのほか、地方税法等の改正に伴い、町税条例の関連する条項について必要な改正を行うもので、法

の段階的施行に併せて施行するものであります。 

  次に、議案第25号 小野町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例についてでありますが、本案

は、令和３年度税制改正大綱において、地方税関係書類のうち納税者等の押印を求めているものについて、原

則、押印を不要とする決定に伴い、小野町固定資産評価審査委員会条例の関連する条項について、所要の改正

を行うものであります。 
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  改正の内容といたしましては、固定資産の価格に係る不服審査の手続きの利便性向上を図るため、審査申出

書及び口述書への押印を不要とする改正をするものであり、公布の日から施行するものであります。 

  次に、議案第26号 小野町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてでありますが、本案は、新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が令和３年２月３日に公布され、同月13日に施行され

ることに伴い、小野町国民健康保険条例における傷病手当金の支給に関して、所要の改正を行うものでありま

す。 

  改正の内容といたしましては、新型コロナウイルス感染症の定義が改められたことから、小野町国民健康保

険条例に定める傷病手当金の支給対象となる傷病名を同様に改めるものであり、公布の日から施行するもので

あります。 

  次に、議案第27号 小野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでありますが、本案は、国民

健康保険税の賦課徴収に関する規定の形式について、国民健康保険法の規定に準ずる形式に改めるほか、県に

納付する国民健康保険事業費納付金額に基づき国民健康保険税率を算定した結果、医療分に係る所得割、均等

割及び平等割並びに介護分に係る所得割の税率を引き上げるとともに、医療分に係る均等割、平等割それぞれ

の軽減額を改正するもので、公布の日から施行し、令和３年４月１日から適用するものであります。 

  以上、議案第24号から議案第27号までの条例の一部改正案件４件につきましてご説明申し上げましたが、細

部につきましては、それぞれ担当課長に説明をいたさせますので、慎重ご審議の上、ご議決を賜りますようお

願い申し上げまして、提案の説明といたします。よろしくお願い申し上げます。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２４号～議案第２７号の質疑 

○議長（田村弘文君） 議案に対する質疑を行います。 

  議案第24号 小野町税条例等の一部を改正する条例についてから議案第27号 小野町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例についてまでの４議案について、一括して質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（田村弘文君） 質疑なしと認めます。 

  したがって、議案第24号から議案第27号までの４議案について質疑を終わります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２８号の上程 

○議長（田村弘文君） 日程第９、議案第28号 小野町クライアントパソコン等更新業務契約の締結についてを

議題といたします。 

  事務局長に朗読させます。 
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  事務局長。 

  石井事務局長。 

〔議会事務局長朗読〕 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２８号の説明 

○議長（田村弘文君） 町長の提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

  村上町長。 

〔町長 村上昭正君登壇〕 

○町長（村上昭正君） 議案第28号 小野町クライアントパソコン等更新業務契約の締結についてご説明申し上

げます。 

  本案は、小野町クライアントパソコン等更新業務につきまして、地方自治法第234条の規定に基づき、指名

競争入札により業者８社を指名し、5月26日に入札を執行した結果、1,086万8,000円をもって小野町大字小野

新町字門番100番地、有限会社印南電気が落札したものであります。予定価格が700万円以上であることから、

契約を締結するため、地方自治法第96条第１項第８号並びに議会の議決に付するべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

  以上、議案第28号 小野町クライアントパソコン等更新業務契約の締結についてご説明を申し上げましたが、

慎重ご審議の上、ご議決を賜りますようお願い申し上げまして、提案の説明といたします。よろしくお願いい

たします。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２８号の質疑 

○議長（田村弘文君） 議案に対する質疑を行います。 

  議案第28号 小野町クライアントパソコン等更新業務契約の締結について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（田村弘文君） 質疑なしと認めます。 

  したがって、議案第28号について質疑を終わります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２８号の討論 
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○議長（田村弘文君） 議案に対する討論を行います。 

  議案第28号を討論に付します。 

  討論ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（田村弘文君） 討論なしと認めます。 

  したがって、議案第28号の討論を終わります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２８号の採決 

○議長（田村弘文君） 議案の採決を行います。 

  議案第28号 小野町クライアントパソコン等更新業務契約の締結についてお諮りいたします。本案は原案の

とおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（田村弘文君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第28号については原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２９号の上程 

○議長（田村弘文君） 日程第10、議案第29号 小野町立小野小学校蛇口等自動水栓購入契約の締結についてを

議題といたします。 

  事務局長に朗読させます。 

  事務局長。 

  石井事務局長。 

〔議会事務局長朗読〕 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２９号の説明 

○議長（田村弘文君） 町長の提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

  村上町長。 

〔町長 村上昭正君登壇〕 

○町長（村上昭正君） 次に、議案第29号 小野町立小野小学校蛇口等自動水栓購入契約の締結についてご説明
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申し上げます。 

  本案は、小野町立小野小学校蛇口等自動水栓購入につきまして、地方自治法第234条の規定に基づき、指名

競争入札により町内業者６社を指名し、５月26日に入札を執行した結果、967万8,900円をもって、小野町大字

小野新町字中通130番地３、株式会社大和田工務店が落札したものであります。予定価格が700万円以上である

ことから、契約を締結するため、地方自治法第96条第１項第８号並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

  以上、議案第29号 小野町立小野小学校蛇口等自動水栓購入契約の締結についてご説明を申し上げましたが、

慎重ご審議の上、ご議決を賜りますようお願い申し上げまして、提案の説明といたします。よろしくお願いい

たします。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２９号の質疑 

○議長（田村弘文君） 議案に対する質疑を行います。 

  議案第29号 小野町立小野小学校蛇口等自動水栓購入契約の締結について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（田村弘文君） 質疑なしと認めます。 

  したがって、議案第29号について質疑を終わります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２９号の討論 

○議長（田村弘文君） 議案に対する討論を行います。 

  議案第29号を討論に付します。 

  討論ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（田村弘文君） 討論なしと認めます。 

  したがって、議案第29号の討論を終わります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２９号の採決 

○議長（田村弘文君） 議案の採決を行います。 

  議案第29号 小野町立小野小学校蛇口等自動水栓購入契約の締結についてお諮りいたします。本案は、原案
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のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（田村弘文君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第29号については原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第３０号の上程 

○議長（田村弘文君） 日程第11、議案第30号 小野町立小中学校電子黒板映写兼用黒板等購入契約の締結につ

いてを議題といたします。 

  事務局長に朗読させます。 

  事務局長。 

  石井事務局長。 

〔議会事務局長朗読〕 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第３０号の説明 

○議長（田村弘文君） 町長の提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

  村上町長。 

〔町長 村上昭正君登壇〕 

○町長（村上昭正君） 次に、議案第30号 小野町立小中学校電子黒板映写兼用黒板等購入契約の締結について

ご説明申し上げます。 

  本案は、小野町立小中学校電子黒板映写兼用黒板等購入につきまして、地方自治法第234条の規定に基づき、

指名競争入札により業者９社を指名し、５月26日に入札を執行した結果、2,063万6,000円をもって、郡山市喜

久田町卸１丁目71番地１、丸三株式会社が落札したものであります。予定価格が700万円以上であることから、

契約を締結するため、地方自治法第96条第１項第８号並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

  以上、議案第30号 小野町立小中学校電子黒板映写兼用黒板等購入契約の締結についてご説明を申し上げま

したが、慎重ご審議の上、ご議決を賜りますようお願いを申し上げまして、提案の説明といたします。よろし

くお願いいたします。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 
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◎議案第３０号の質疑 

○議長（田村弘文君） 議案に対する質疑を行います。 

  議案第30号 小野町立小中学校電子黒板映写兼用黒板等購入契約の締結について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（田村弘文君） 質疑なしと認めます。 

  したがって、議案第30号について質疑を終わります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第３０号の討論 

○議長（田村弘文君） 議案に対する討論を行います。 

  議案第30号を討論に付します。 

  討論ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（田村弘文君） 討論なしと認めます。 

  したがって、議案第30号の討論を終わります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第３０号の採決 

○議長（田村弘文君） 議案の採決を行います。 

  議案第30号 小野町立小中学校電子黒板映写兼用黒板等購入契約の締結についてお諮りいたします。本案は、

原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（田村弘文君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第30号については原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案の委員会付託 

○議長（田村弘文君） 日程第12、議案の委員会付託を行います。 

  お手元に配付の付託事件表をご覧願います。 

  本案のとおり常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○議長（田村弘文君） ご異議ありませんので、付託事件表のとおり常任委員会に付託することに決定いたしま

した。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎請願・陳情の委員会付託 

○議長（田村弘文君） 日程第13、請願・陳情の委員会付託を行います。 

  陳情第２号から陳情第５号までについては、お手元に配付の請願・陳情文書表のとおり付託いたします。 

  なお、陳情書の写しはお手元に配付のとおりであります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎報告第２号の報告 

○議長（田村弘文君） 日程第14、報告第２号 令和２年度小野町一般会計予算繰越明許費繰越の報告について

から報告第４号 令和２年度小野町水道事業会計予算繰越の報告についてまでは、朗読を省略し、町長の報告

を求めます。 

  町長。 

  村上村長。 

〔町長 村上昭正君登壇〕 

○町長（村上昭正君） 報告第２号 令和２年度小野町一般会計予算繰越明許費繰越の報告についてであります

が、地方自治法施行令第146条第２項の規定により、令和２年度小野町一般会計において、翌年度に繰越しし

て使用できるとした繰越明許費繰越計算書を調製しましたので、報告するものであります。 

  繰越しした事業は、企業対策事業から過年災公共土木施設災害復旧事業までの15事業でありまして、事業費

総額は８億8,090万5,000円で、うち令和３年度に繰越しした総額は５億９万8,000円であります。 

  繰越額の財源内訳につきましては、未収入分の国庫支出金が１億6,352万6,000円、県支出金が２億2,214万

円、地方債が180万円、最後に一般財源が１億1,263万2,000円であります。 

  次に、報告第３号 令和２年度小野町一般会計予算事故繰越しの報告についてでありますが、地方自治法施

行令第150条第３項の規定により、令和２年度小野町一般会計において、翌年度に事故繰越しした事故繰越計

算書を調製したもので、報告するものであります。 

  繰越しした事業は、林道整備事業から過年災公共土木施設災害復旧事業までの３事業でありまして、令和２

年度支出負担行為額の総額は１億2,067万1,200円で、うち令和３年度に繰越しした総額は8,713万1,500円であ

ります。 

  繰越額の財源内訳につきましては、未収入分の特定財源が、国庫支出金、県支出金、地方債、合わせて

8,040万8,000円、一般財源が672万3,500円であります。 

  次に、報告第４号 令和２年度小野町水道事業会計予算繰越の報告についてでありますが、地方公営企業法
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第26条第３項の規定により、令和２年度小野町水道事業会計において、同法第26条第１項に基づき建設改良費

を翌年度に繰越しした額について報告するものであります。 

  繰越しした事業は、排水管布設替事業でありまして、支払義務発生額は1,173万5,000円で、令和３年度に繰

越しした額は789万7,000円であります。 

  繰越額の財源内訳につきましては、工事負担金が433万3,350円、他会計補助金が350万円、損益勘定留保資

金等が６万3,650円であります。 

  以上、ご報告を申し上げます。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（田村弘文君） 以上をもって本日の会議日程は全部終了いたしました。 

  本日の会議はこれをもって散会といたします。 

 

散会 午前１０時４８分 

 


